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１ 指導監査について

介護サービス事業者等に対する指導及び監査の実施方法

１ 指導

(1) 基本方針

サービスの内容及び費用の請求等に関する事項について周知徹底を図るとともに、

改善の必要があると認められる事項について適切な運用を求めるために実施するも

の。

①集団指導

、 、 、 。原則として 毎年度１回 対象事業者を招集し 講習会方式により指導を行います

なお、集団指導の資料については、資料の配付は行いませんので、事前に岡山市事

業者指導課ホームページよりダウンロードの上、印刷して持参していただくようお願

いしています。

②実地指導

介護サービス事業者等の所在地において、実地指導担当者が施設内巡視、保存書類

等の確認及びヒアリングを行うことにより実施します。

○指導内容について

介護サービス事業者のサービスの質の確保・向上を図ることを主眼とし、人員、

設備、運営及び介護報酬請求について指導します （必要に応じて過誤調整を指導。

する場合があります ）。

ア 事前に提出を求める書類等（主なもの）

・申込者及び家族等に対し交付し説明する「重要事項を記載した説明文書」

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（直近の１ヶ月又は４週間）

・緊急やむを得ず身体的拘束等を行っている入所(利用)者（ ･ ｻｰﾋﾞｽ ）入所 通所系 のみ

・自己点検シート（人員・設備・運営編）

・自己点検シート（介護報酬編） その他

イ 実地指導日に準備すべき書類等については、実地指導通知文に記載しますが、

必要な都度速やかに提示できるよう準備をお願いします。

２ 監査

(1) 基本方針

サービスの内容について、勧告、命令等行政上の措置に該当する内容であると認め

られる場合やその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について不正若し

くは著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切

な措置を採るために実施するもの。

■介護（予防）給付にかかる不正（が疑われる）内容■

①通報・苦情・相談等に基づく情報

②国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

③国民健康保険団体連合会・保険者からの通報

④介護給付費適正化システムの分析により特異傾向を示す事業者情報

⑤介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報
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等の幅広い情報であり、これらの情報から指定基準違反や不正請求が認められる

場合には、厳正かつ機動的な対応を行います。

原則として、無通告（当日に通知）で立ち入り検査を実施するなど、なお、

で行っています。機動的かつ、より実効性のある方法

３ 報酬請求指導

指導担当者が、加算等体制の届出状況並びに介護報酬（基本単位及び各種加算）の

請求状況について、関係資料により確認を行いますが、報酬基準に適合しない取扱い

等が認められた場合には、加算等の基本的な考え方や報酬基準に定められた算定要件

の説明等を行い、適切なサービスの実施となるよう指導するとともに、過去の請求に

ついて自己点検の上、不適切な請求となっている部分については過誤調整として返還

を指導します。

４ 過誤調整の返還指導（※監査における不正請求は、保険者より返還命令）

実地指導等において、過誤調整が必要と思われる場合は、原則として次のとおり取

り扱います。

①介護サービス提供の記録が全くない場合は、サービス提供の挙証責任が果たせて

いないため返還を指導します。

②基準省令及び告示に明記されている基準・加算要件等を満たしていない場合は返

還を指導します。

③加算報酬上の基準要件を一つでも満たしていない場合や、解釈通知に即したサー

ビス提供を実施していないことにより加算本来の趣旨を満たしていない場合は、

返還を指導します。※

④加算報酬上の基準要件を満たし解釈通知に即したサービス提供を行っているが、

不適切な取扱いが認められる場合や、解釈通知に即したサービス提供を実施して

いないものの、加算本来の趣旨を満たしていないとまではいえない場合は、適切

な取扱いとなるよう指導します。

※平成１９年３月１日付 厚生労働省介護保険指導室事務連絡 『 報酬請求指導マ「

ニュアル」に基づく加算請求指導に関するＱ＆Ａについて』参照。
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行 政 処 分 案 件（平成２４年度以降）

○ 指定の取消処分（１件）

(1) サービスの種類等

訪問介護・介護予防訪問介護

(2) 処分の内容

指定の取消し

(3) 処分の原因となる事実等

ア 人員基準違反（法第７７条第１項第３号）

・ 管理者兼サービス提供責任者が、常勤で専ら職務に従事できないことを知りな

がら、１日８時間、週４０時間勤務するとする就任承諾書及び雇用契約書を添付

して、管理者兼サービス提供責任者の変更届を市に提出した。

・ 上記届に併せて、訪問介護員として資格のない者及び従事予定のない者を、添

付書類に記載して市に提出した。

・ 約４か月半の期間、管理者兼サービス提供責任者として届出のあった者が、そ

の職務に全く従事しておらず、かつ、同期間において訪問介護員等の員数が常勤

換算方法で２．５を満たしていない。

イ 運営基準違反（法第７７条第１項第４号）

実地指導通知を受け取った日以後、サービス提供記録中の職務に従事した訪問

介護員の氏名及び提供したサービスの内容を事実と異なるものに書き換えて、従

前の記録を破棄した。

ウ 不正請求（法第７７条第１項第６号）

・ 訪問介護員に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせ、

介護報酬を不正に請求し、受領した。

・ 身体介護を実施していないのに実施したとする記録を作成し、介護報酬を不正

に請求し、受領した。

エ 虚偽の報告（法第７７条第１項第７号）

立入検査時に、実際には勤務していない者を勤務したとする出勤簿、雇入通知

書等、事実と異なる帳簿書類を市に提出した。

オ 虚偽の指定申請（法第７７条第１項第９号）

指定申請書の添付書類として、雇用契約書を偽造した上で、その写しを添付し

て虚偽の指定申請書を提出し、指定を受けた。
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○ 指定の全部の効力の停止処分（１件）

(1) サービスの種類等

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

(2) 処分の内容

指定の全部の効力の停止６か月

(3) 処分の原因となる事実等

ア 人員基準違反（法第７８条の１０第１項第４号）

小規模多機能型居宅介護従業者のうち１名以上は、看護師又は准看護師でなけ

ればならないところ、約３か月の期間、看護師又は准看護師が配置されていなか

った。

イ 運営基準違反（法第７８条の１０第１項第５号）

勤務実績について、実際に勤務した従業者名を記載せず、替わりに別の従業者

名を記載するとともに、実際には勤務していない准看護師が勤務したとして勤務

表に記載し、市へ提出した。

ウ 虚偽の報告・運営基準違反（法第７８条の１０第１項第５号及び第９号）

「 」 、 、業務日報 の介護従業者欄に 実際にサービス提供した従業者名を記載せず

替わりに別の従業者名を記載するとともに、実際にはサービス提供していない准

看護師の氏名を記載して、立入検査時に市へ提出し、虚偽の報告を行った。
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会計検査院指摘事項について

（会計検査院「平成２４年度決算報告の概要」から抜粋）○ 検査の結果

検査の結果、85事業者に対して304市区町村等が行った平成17年度から24年度までの間にお

ける介護給付費の支払いついて、70,554件、365,296,700円が過大であり、これに対する国の

負担額 109,574,592円が不当と認められる。

これらの事態について、居宅介護支援又は介護サービスの種類の別に示すと次のとおりで

ある。

（特定事業所集中減算、運営基準減算の算定誤り）１ 居宅介護支援

26指定居宅介護支援事業者は、作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介

正当な理由なく同一の事業者によって提供された訪護サービス等の提供総数のうち、

問介護サービス等の占める割合が 100分の90を超えていたのに算定基準等に定める減

算を行っていなかったり、減算となる期間には算定できない加算を算定していたり、

利用者の居宅を訪問していないにもかかわらず運営基準減算として所定単位数の100分

の70又は100分の50に相当する単位数を算定していなかったりしていた。

このため、介護給付費 32,577件、105,050,610円の支払いが過大であり、これに対

する国の負担額 32,797,675円は負担の必要がなかった。

（事業所規模区分誤り） ※通所リハビリテーションも同様２ 通所介護

介護報酬の算定に当たり、事業所の規模区分を誤ってい27指定通所介護事業者は、

た。

このため、介護給付費17,893件、100,789,678円の支払いが過大であり、これに対す

る国の負担額 30,655,123円は負担の必要がなかった。

（多床室単位数の算定誤り） ※介護保険３施設も同様３ 介護療養型医療施設

介護報酬の算定に当たり、医師の員数が医療法等に17指定介護療養型医療施設は、

定められている員数に満たないのに算定基準等に定める減算をしていなかったり、医

師の判断によらず施設の都合で個室を利用した場合においても多床室の単位数を算定

したりなどしていた。

このため、介護給付費 11,791件、95,186,801円の支払いが過大であり、これに対す

る国の負担額 27,952,904円は負担の必要がなかった。

○ 会計検査院の指摘を踏まえた留意事項は、各サービス編を参照してください。
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２ 介護保険制度改正案について

○ 平成２５年１２月２０日、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会において、

「介護保険制度の見直しに関する意見」が取りまとめられましたが、その概要は以下の

とおりです。

○ 制度改正案の主な内容

１ 地域ケア会議の推進

・ 地域支援事業の包括的支援事業の一環として、地域ケア会議の実施を介護保険法

に位置付けるとともに、介護支援専門員の協力や守秘義務の取扱い等について制度

的な枠組みを設け、一層の推進を図る。

２ 地域支援事業の見直しに併せた予防給付の見直し

・ 予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じ、住

民主体の取組を含めた多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサ

ービス提供できるよう、地域支援事業の形式に見直す。

・ 予防給付のうち、訪問介護・通所介護以外のサービスは、引き続き予防給付によ

るサービス提供を継続する。

３ 小規模型通所介護の地域密着型サービスへの移行

・ 小規模の通所介護については、少人数で生活圏域に密着したサービスであること

から、地域との連携や運営の透明性を確保するため、地域密着型サービスに位置付

ける。

４ 特別養護老人ホームの中重度者への重点化

・ 特養については、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての

機能に重点化すべきであり、特養への入所を要介護３以上に限定する。

他方、軽度の要介護者であっても、やむを得ない事情により特養以外での生活が

著しく困難であると認められる場合には、特例的に入所を認める。

５ 費用負担の公平化

・ 低所得者の一号保険料の軽減強化

・ 一定以上所得者の利用者負担の見直し

・ 補足給付の見直し（資産等の勘案）

○ 制度改正案の資料については、厚生労働省のホームページからご覧いただけます。

・社会保障審議会介護保険部会意見

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000033012.html

・全国介護保険担当部（局）長会議資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000030164.html
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